
議案第 ８７ 号  
 
 
   指定管理者の指定について  
次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治   
 
１ 管理を行わせる公の施設の名称  
  流山市野々下福祉会館  
２ 指定管理者となる団体  
  東京都文京区後楽一丁目３番６１号  
  株式会社東京ドームファシリティーズ  
  代表取締役 山田 幸雄  
３ 指定の期間  
  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで  



議案第 ８８ 号 

 

 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  平成２８年１１月２４日提出 

    流山市長  井 崎 義 治 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

（１）第３おおたかの森ルーム 

（２）第４おおたかの森ルーム 

２ 指定管理者となる団体 

  流山市西初石３丁目１４４７番地の２ ベルツリーⅡ１０１号室 

  ＮＰＯ法人でんでんむし 

  理事長 小沼 みはる 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 

 

 



議案第 ８９ 号 

 

 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  平成２８年１１月２４日提出 

    流山市長  井 崎 義 治 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  第２おおぞら学童 

２ 指定管理者となる団体 

  千葉県佐倉市山崎字石井戸５２９番地１ 

  社会福祉法人生活クラブ 

  理事長 池田 徹 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 



議案第 ９０ 号  
 
 
   指定管理者の指定について  
 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  
  平成２８年１１月２４日提出  
                 流山市長  井 崎 義 治  
 
 
１ 管理を行わせる公の施設の名称  

流山市立木の図書館  
２ 指定管理者となる団体  
  千葉県鎌ケ谷市右京塚３番地３  
  株式会社すばる  
  代表取締役 佐々木 孝行  
３ 指定の期間  
  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで  
 
 
 



議案第 ９２ 号  
 
 
   流山市農業委員会の委員及び流山市農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例の制定について  
 流山市農業委員会の委員及び流山市農地利用最適化推進委員の定数を

定める条例を別紙のとおり制定する。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法

律第６３号）による農業委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）の一部改正に伴い、農業委員会の委員及び農地利

用最適化推進委員の定数を定めるほか、新たに委嘱することと

なる農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償について定め

るためである。  
 
 
 
 
 
 
 
 



流山市農業委員会の委員及び流山市農地利用最適化推進委員の定

数を定める条例  
 （趣旨）  
第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第  
８８号）第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、流山市農

業委員会の委員（以下「農業委員」という。）及び流山市農地利用最

適化推進委員（以下「推進委員」という。）の定数を定めるものとす

る。  
 （農業委員の定数）  
第２条 農業委員の定数は、１２人とする。  
 （推進委員の定数）  
第３条 推進委員の定数は、４人とする。  
   附 則  
 （施行期日）  
１ この条例は、この条例の公布の際現に在任する農業委員の任期満了

の日（同日前までに選挙による農業委員の全員が全てなくなったとき

は、そのなくなった日）の翌日から施行する。  
 （流山市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止）  
２ 流山市農業委員会の委員の定数等に関する条例（平成１７年流山市

条例第１号）は、廃止する。  
 （流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正）  
３ 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。  
  第２条第１号中「農業委員会の委員」の次に「、農地利用最適化推

進委員」を加える。  
  第４条第１項中「及び農業委員会の委員」を「、農業委員会の委員

及び農地利用最適化推進委員」に、「選挙又は選任された」を「選任

又は委嘱をされた」に改め、同項ただし書を削る。  
  別表第１中  
 「  

 委員 月額 ５１，５００円 

                          」  



 を  
 「  

 委員 月額 ５１，５００円 

農地利用最適

化推進委員 

月額 ５１，５００円 

                          」  
に改める。  



議案第 ９３ 号  
 
 
   流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  
 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 平成２９年４月１日から本市が特定行政庁に移行するに当た

り、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７８条の規定

により、建築審査会を設置することから、諮問機関を変更する

とともに、都市計画決定をした流山９丁目地区地区整備計画区

域及び駒木台第二自治会地区地区整備計画区域について、同法

第６８条の２第１項の規定により建築物の用途等の制限を定め

るためである。  
 
 
 
 
 
 
 



   流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例  
 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成  
１６年流山市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  
第１７条第２項中「流山市地区計画建築審議会」を「流山市建築審査

会」に改める。  
第１８条を次のように改める。  

第１８条 削除  
別表第１に次のように加える。  

流 山 ９ 丁目 地 区 地 区 整

備計画区域  
都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れた流山９丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められている区域  
駒 木 台 第二 自 治 会 地 区

地区整備計画区域  
都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れた駒木台第二自治会地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められている区域  
別表第２に次のように加える。  

流山９丁目地区地

区整備計画区域  
 （１）戸建住宅（長屋で３戸以下の

ものを含む。）  
（２）寄宿舎又は下宿  
（３）倉庫業を営む倉庫  
（４）射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類

するもの  
（５）風営法第２条第１項各号に規

定する風俗営業の用に供する建

築物（法別表第２（ち）の項第

２号に掲げる建築物を除く。）  
（６）風営法第２条第６項各号に規

定する店舗型性風俗特殊営業及

び同条第９項に規定する店舗型

電話異性紹介営業の用に供する

建築物（法別表第２（ち）の項



第 ３ 号 に 掲 げ る 建 築 物 を 除

く。）  
駒木台第二自治会

地区地区整備計画

区域  

 以下に掲げる建築物以外の建築物  
（１）一戸建ての住宅  
（２）戸数２の共同住宅又は戸数２

の長屋  
（ ３ ） 診 療 所 又 は 診 療 所 兼 用 住 宅

（獣医院は除く。）  
（４）一戸建ての住宅で次のいずれ

かの用途を兼ねるもののうち、

延べ床面積の２分の１以上を住

居の用に供し、かつ、これらの

用途に供する部分の床面積の合

計が５０平方メートル以下のも

の  
ア  事 務 所 （ 汚 物 運 搬 用 自 動

車、危険物運搬用自動車その

他これらに類する自動車で施

行令第１３０条の３第１号の

規定により国土交通大臣の指

定するもののための駐車施設

を同一敷地内に設けて業務を

運営するものを除く。）  
イ 日用品の販売を主たる目的

とする店舗  
ウ クリーニング取次店、理髪

店又は美容院  
エ 洋服店、畳屋、建具屋、自

転 車 店 又 は 家 庭 電 気 器 具 店

（これらについて原動機を使

用する場合にあっては、その

出力の合計が０．７５キロワ

ット以下のものに限る。）  



  オ 学習塾、華道教室、囲碁教

室その他これらに類する施設  
（５）自治会館、自治会用倉庫その

他地区住民のための公共又は公

益上必要な建築物（銀行の支店

その他これに類するサービス業

を 営 む 店 舗 及 び 法 別 表 第 ２

（い）の項第９号に規定する建

築物に限る。）  
（６）前各号の建築物に附属するも

ので車庫、物置その他これらに

類するもの  
別表第４に次のように加える。  

流山９丁目地区地区

整備計画区域  
 ３００平方メートル  

駒木台第二自治会地

区地区整備計画区域  
 １３５平方メートル  

別表第４の（注）第２項中「南柏本州団地地区地区整備計画区域」の

次に「及び駒木台第二自治会地区地区整備計画区域」を加える。  
別表第５に次のように加える。  

流山９丁目地区地区

整備計画区域  
 建築物の外壁等の面から前

面 道 路 の 境 界 線 ま で の 距 離

は、１メートル以上とする。  
駒木台第二自治会地

区地区整備計画区域  
 建築物の外壁等の面から前

面 道 路 の 境 界 線 ま で の 距 離

は、８０センチメートル以上

とする。ただし、当該距離の

限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が次の

いずれかに該当する場合は、

この限りでない。  
（１）外壁等の中心線の長さ  



  の合計が３メートル以下

である建築物の部分  
（２）出窓で、床面からの高

さが３０センチメートル

以上で、かつ、周囲の外

壁からの水平距離が５０

センチメートル以下のも

ので、見付面積の２分の

１以上が窓であるもの  
（３）車庫等で、高さが３メ

ートル以下で、かつ、床

面積の合計が３０平方メ

ートル以下のもの  
（４）物置等で、軒の高さが

２．３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５

平方メートル以下のもの  
別表第６に次のように加える。  

駒木台第二自治会地

区地区整備計画区域  
 １０メートル。ただし、建

築物の各部分の高さは、当該

部分から前面道路の反対側の

境界線又は隣地境界線までの

真北方向の水平距離に１．２５

を乗じて得たものに、５メー

トルを加えたもの（１０メー

トルを限度とする。）以下と

しなければならない。  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１７条及び第１８条

の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。  



議案第 ９４ 号 

 

 

   流山市占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 流山市占用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２８年１１月２４日提出 

流山市長  井 崎 義 治   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 現行の占用料の額を改定するとともに、道路法施行令（昭和

２７年政令第４７９号）の一部改正による占用物件の区分の細

分化等所要の改正を行うためである。  



流山市占用料条例の一部を改正する条例 

流山市占用料条例（平成１３年流山市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第３号中「工作物」を「工作物等」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

占用物件 占用料の額 

道路
法第
３２
条第
１項
第１
号に
掲げ
る工
作物 

第１種電柱 １本につき１年 １，１８０円 

第２種電柱 １本につき１年 １，８１０円 

第３種電柱 １本につき１年 ２，４５０円 

第１種電話柱 １本につき１年 １，０５０円 

第２種電話柱 １本につき１年 １，６９０円 

第３種電話柱 １本につき１年 ２，３２０円 

その他の柱類 １本につき１年 ９７円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき１年 １１円 

地下に設ける電線その他の線類 長さ１メートルにつき１年 ６円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ９５０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メートルにつき１年 
６３０円 

変 圧 塔 そ の 他 こ れ に 類 す る も の 及
び公衆電話所 

１個につき１年 １，９４０円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個につき１年 ８２０円 

広告塔 表示面積１平方メートルにつき１年 
５，７８０円 

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
１，９４０円 

道路
法第
３２
条第
１項
第２
号に
掲げ
る物
件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートルにつき１年 ４４円 

外径が０．０７メートル以上０．１
メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ６３円 

外径が０．１メートル以上０．１５
メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ９５円 

外径が０．１５メートル以上０．２
メートル未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  １ ２ ０
円 

外径が０．２メートル以上０．３メ
ートル未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  １ ９ ０
円 

外径が０．３メートル以上０．４メ
ートル未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ２ ５ ０
円 

外径が０．４メートル以上０．７メ
ートル未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ４ ４ ０
円 

外径が０．７メートル以上１メート
ル未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ６ ３ ０
円 

外径が１メートル以上のもの 長さ１メートルにつき１年 １，２６０
円 



道 路 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号
に掲げる施設 

占用面積１平方メートルにつき１年 
１，９４０円 

道路
法第
３２
条第
１項
第５
号に
掲げ
る施
設 

地 下 街 及
び地下室 

階数が１のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．００４を乗じて得た額 

階数が２のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．００６を乗じて得た額 

階数が３以上のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．００７を乗じて得た額 

上空に設ける通路 占用面積１平方メートルにつき１年 
２，８９０円 

地下に設ける通路 占用面積１平方メートルにつき１年 
１，７３０円 

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
１，９４０円 

道路
法第
３２
条第
１項
第６
号に
掲げ
る施
設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一
時的に設けるもの 

占用面積１平方メートルにつき１日 
２９円 

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき１月 
５８０円 

道路
法施
行令
第７
条第
１号
に掲
げる
物件 

看板（アー
チ で あ る
も の を 除
く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メートルにつき１月 
５８０円 

その他のもの 表示面積１平方メートルにつき１年 
５，７８０円 

標識 １本につき１年 １，５５０円 

旗ざお 
  

祭 礼 、 縁 日 そ の 他 の 催
し に 際 し 、 一 時 的 に 設
けるもの 

１本につき１日 ２９円 

その他のもの １本につき１月 ５８０円 

幕（道路法
施 行 令 第
７ 条 第 ４
号 に 掲 げ
る 工 事 用
施 設 で あ
る も の を
除く。） 

祭 礼 、 縁 日 そ の 他 の 催
し に 際 し 、 一 時 的 に 設
けるもの 

その面積１平方メートルにつき 1日 
２９円 

その他のもの その面積１平方メートルにつき１月 
５８０円 

アーチ 
  

車道を横断するもの １基につき１月 ５，７８０円 

その他のもの １基につき１月 ２，８９０円 

道 路 法 施 行 令 第 ７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 工 作
物 

占用面積１平方メートルにつき１年 
２，１１０円 

道 路 法 施 行 令 第 ７ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 工 事
用 施 設 及 び 同 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 工 事 用 材
料 

占用面積１平方メートルにつき１月 
５８０円 

道 路 法 施 行 令 第 ７ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 仮 設
建築物及び同条第７号に掲げる施設 

占用面積１平方メートルにつき１月 
１６０円 

道 路 法 施 行 令 第
７ 条 第 ９ 号 に 掲
げる施設 

建築物 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．０１２を乗じて得た額 



その他のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．００９を乗じて得た額 

道 路 法 施 行 令 第
７ 条 第 １ １ 号 に
掲 げ る 応 急 仮 設
建築物 

ト ン ネ ル の 上 又 は 高 架
の 道 路 の 路 面 下 に 設 け
るもの 

占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．０１２を乗じて得た額 

上空に設けるもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．０２を乗じて得た額 

その他のもの 占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．０２８を乗じて得た額 

道 路 法 施 行 令 第 ７ 条 第 １ ２ 号 に 掲 げ る 器
具 

占用面積１平方メートルにつき１年 
Ａに０．０２８を乗じて得た額 

河川
法第
３２
条第
１項
の規
定に
よる
占用
物件
（土
地占
用） 

第１種電柱 １本につき１年 １，１８０円 

第２種電柱 １本につき１年 １，８１０円 

第３種電柱 １本につき１年 ２，４５０円 

第１種電話柱 １本につき１年 １，０５０円 

第２種電話柱 １本につき１年 １，６９０円 

第３種電話柱 １本につき１年 ２，３２０円 

その他の柱類 １本につき１年 ９７円 

塔類 占用面積１平方メートルにつき１年 
１，９４０円 

諸 管 の 架
空 又 は 埋
設 

外 径 が ０ ． ０ ７ メ ー ト
ル未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ４４円 

外 径 が ０ ． ０ ７ メ ー ト
ル 以 上 ０ ． １ メ ー ト ル
未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ６３円 

外 径 が ０ ． １ メ ー ト ル
以 上 ０ ． １ ５ メ ー ト ル
未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ９５円 

外 径 が ０ ． １ ５ メ ー ト
ル 以 上 ０ ． ２ メ ー ト ル
未満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  １ ２ ０
円 

外 径 が ０ ． ２ メ ー ト ル
以 上 ０ ． ３ メ ー ト ル 未
満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  １ ９ ０
円 

外 径 が ０ ． ３ メ ー ト ル
以 上 ０ ． ４ メ ー ト ル 未
満のもの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ２ ５ ０
円 

外 径 が ０ ． ４ メ ー ト ル
以 上 ０ ． ７ メ ー ト ル 未
満 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ４ ４ ０
円 

外 径 が ０ ． ７ メ ー ト ル
以 上 １ メ ー ト ル 未 満 の
もの 

長 さ １ メ ー ト ル に つ き １ 年  ６ ３ ０
円 

外 径 が １ メ ー ト ル 以 上
のもの 

長さ１メートルにつき１年  １，２６０
円 

その他のもの 占 用 面 積 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き １ 年
２００円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の流山市占用料条例別表の規定は、この条例



の施行の日以後の道路及び準用河川の占用に係る占用料について適用

し、同日前の道路及び準用河川の占用に係る占用料については、なお

従前の例による。 



議案第 ９５ 号  
 
 
   流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について  
 流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 運河堤防第２自転車駐車場を廃止し、運河駅東口第２自転車

駐車場を新設するためである。  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例  
 流山市自転車駐車場条例（平成２０年流山市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。  
 別表第１中  
「  
運河駅東口自転車駐車場  

流山市東深井４３６番地の３  
４，９３７  ２，４６８  ９，８７４  

                               」  
を  
「  
運河駅東口第１自転車駐車場  

流山市東深井４３６番地の３  

４，９３７  ２，４６８  ９，８７４  

運河駅東口第２自転車駐車場  

流山市東深井３９０番地の１  

４，９３７  ２，４６８  ９，８７４  

                               」  

に改め、  
運河堤防第２自転車駐車場  
流山市東深井４３９番地  

の項を削る。  

  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  
 （準備行為）  
２ この条例による改正後の流山市自転車駐車場条例に基づく自転車駐

車場（運河駅東口第２自転車駐車場に限る。）に係る使用の申請、許

可その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができ

る。  
 



議案第 ９６ 号  
 
 
   市道路線の認定について  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  
  平成２８年１１月２４日提出  

流山市長  井 崎 義 治   



整理 起    点

番号 終    点

西初石５丁目５８番１

同　　　　所同　番１

西初石５丁目４９番１

市野谷字宮尻６３５番１

西初石５丁目５６番２

同　　　　所５５番１５２

西初石５丁目５３番

同　　　　所５５番１３８

東初石５丁目１４３番５

同　　　　所１３５番１０

東初石５丁目１４２番７

同　　　　所同　　番１５

東初石５丁目１４１番３

同　　　　所１４０番３

東初石５丁目１４番１

同　　　　所１５３番６

東初石５丁目１５８番２

同　　　　所１５３番７

東初石５丁目１５３番１

同　　　　所同　　番２６

東初石５丁目１５２番５

同　　　　所１５３番１９

東初石５丁目１５７番５

同　　　　所１５０番２３

東初石５丁目１４９番２

同　　　　所１６番

東初石５丁目１４９番２

同　　　　所１４８番７

東初石５丁目１５０番２

同　　　　所同　　番５２

十太夫１１２番２０

同　所同　　番１０

十太夫１１２番１９

同　所１１０番１６

十太夫１１２番１０

同　所同　　番１０

十太夫７４番５

同　所７２番３

十太夫１０９番１

同　所１０４番３

十太夫１９３番

同　所１９０番

十太夫２４１番８

同　所１０６番１０

路線番号 路線名
重要な
経過地

４ ２８５０３ 西初石５丁目３号自転車歩行者専用道路

７ ３３０３９ 東初石５丁目区画３９号線

５

６ ３３０３８

１ ２８０４１ 西初石５丁目区画４１号線

３ ２８０４３ 西初石５丁目区画４３号線

２ ２８０４２ 西初石５丁目区画４２号線

東初石５丁目区画３８号線

３３０３７ 東初石５丁目区画３７号線

９ ３３０４１ 東初石５丁目区画４１号線

８ ３３０４０ 東初石５丁目区画４０号線

１１ ３３０４３ 東初石５丁目区画４３号線

１０ ３３０４２ 東初石５丁目区画４２号線

１３ ３３０４５ 東初石５丁目区画４５号線

１２ ３３０４４ 東初石５丁目区画４４号線

１５ ３３０４７ 東初石５丁目区画４７号線

１４ ３３０４６ 東初石５丁目区画４６号線

１９ ３７０６５ 十太夫区画６５号線

１６

１８ ３７０６４ 十太夫区画６４号線

１７ ３７０６３ 十太夫区画６３号線

３７０６２ 十太夫区画６２号線

２１ ３７０６７ 十太夫区画６７号線

２０ ３７０６６ 十太夫区画６６号線

２２ ３７０６８ 十太夫区画６８号線



整理 起    点

番号 終    点

十太夫３４番２

同　所９２番１６

十太夫１０４番１６

同　所９８番１５

十太夫９３番１１

同　所９２番２５

十太夫９２番７８

同　所９４番１

十太夫９４番１

同　所４９番６

十太夫９５番１

同　所９４番６

十太夫３４番１

駒木字堂台２８７番１

十太夫３２番２

同　所９９番１９

十太夫１６番１５

同　所３１番２

十太夫２６番

同　所９９番１１

十太夫２２番１

同　所２０番１

十太夫１６番３１

同　所２１番

十太夫１８２番

同　所２１３番１

十太夫１８５番

同　所２１３番１

十太夫１３８番

同　所同　　番

十太夫１１１番１２

同　所同　　番３

十太夫１０７番１５

同　所１０６番２

十太夫１０７番１５

同　所９２番１６

十太夫９２番７５

同　所同　番８０

十太夫４５番２４

駒木字中溜上３６３番５

十太夫１０４番６

同　所同　　番２４

十太夫２６番

駒木字堂台３１３番

路線番号 路線名
重要な
経過地

３９ ３７５０９

３６ ３７５０６ 十太夫６号自転車歩行者専用道路

３５ ３７５０５ 十太夫５号自転車歩行者専用道路

３７５０７ 十太夫７号自転車歩行者専用道路

４１ ３７５１１ 十太夫１１号自転車歩行者専用道路

４０ ３７５１０ 十太夫１０号自転車歩行者専用道路

十太夫９号自転車歩行者専用道路

３８ ３７５０８ 十太夫８号自転車歩行者専用道路

３７

４３ ３７５１３ 十太夫１３号自転車歩行者専用道路

４２ ３７５１２ 十太夫１２号自転車歩行者専用道路

４４ ３７５１４ 十太夫１４号自転車歩行者専用道路

２３ ３７０６９ 十太夫区画６９号線

２５ ３７０７１ 十太夫区画７１号線

２４ ３７０７０ 十太夫区画７０号線

２７ ３７０７３ 十太夫区画７３号線

２６ ３７０７２ 十太夫区画７２号線

２９ ３７０７５ 十太夫区画７５号線

２８ ３７０７４ 十太夫区画７４号線

３１ ３７０７７ 十太夫区画７７号線

３０ ３７０７６ 十太夫区画７６号線

３４ ３７０８０ 十太夫区画８０号線

３３ ３７０７９ 十太夫区画７９号線

３２ ３７０７８ 十太夫区画７８号線



整理 起    点

番号 終    点

十太夫１８番４６

駒木字堂台２８９番

駒木字中溜上３５８番

駒木字堂台３０４番

駒木字中溜上３５６番

同　　　　所３５０番３

駒木字堂台２９１番

同　　　所同　　番

駒木字堂台３１７番

駒木字中溜上３３２番

市野谷字立野７７３番４

同　　　　所同　　番４

市野谷字立野７７７番１

同　　　　所同　　番１

市野谷字立野７８７番１４

同　　　　所７７８番２

市野谷字立野７８７番１２

同　　　　所７７８番２２

市野谷字立野７８７番４４

同　　　　所同　　番２

市野谷字立野７８７番４４

同　　　　所同　　番４４

市野谷字立野７８７番５１

同　　　　所同　　番５１

市野谷字向山４７７番

同　　　　所４６４番９

市野谷字向山４８６番１３

同　　　　所同　　番２３

市野谷字宮尻６３５番３

西初石５丁目５５番１４５

市野谷字芋久保６３４番１

市野谷字宮尻６４９番２

市野谷字宮尻６４３番

同　　　　所同　　番

市野谷字宮尻６４９番２

同　　　　所６４６番１

市野谷字宮尻６４９番２

同　　　　所６４７番３

市野谷字宮尻６５０番

同　　　　所６４３番

市野谷字立野７７４番２

同　　　　所７７９番１

市野谷字牛飼７６０番

市野谷字立野７７６番８

路線番号 路線名
重要な
経過地

４７ ３８５０１ 駒木１号自転車歩行者専用道路

４６ ３８０９３ 駒木区画９３号線

４９ ３８５０３ 駒木３号自転車歩行者専用道路

４８ ３８５０２ 駒木２号自転車歩行者専用道路

５２ ４００７７ 市野谷区画７７号線

５０ ４００７５ 市野谷区画７５号線

５４ ４００７９

５１ ４００７６ 市野谷区画７６号線

６６ ４００９１ 市野谷区画９１号線

６５ ４００９０ 市野谷区画９０号線

市野谷区画７９号線

５３ ４００７８ 市野谷区画７８号線

５６ ４００８１ 市野谷区画８１号線

５５ ４００８０ 市野谷区画８０号線

５８ ４００８３ 市野谷区画８３号線

５７ ４００８２ 市野谷区画８２号線

６０ ４００８５ 市野谷区画８５号線

５９ ４００８４ 市野谷区画８４号線

６２ ４００８７ 市野谷区画８７号線

６１ ４００８６ 市野谷区画８６号線

６４ ４００８９ 市野谷区画８９号線

６３ ４００８８ 市野谷区画８８号線

４５ ３７５１５ 十太夫１５号自転車歩行者専用道路



整理 起    点

番号 終    点

市野谷字牛飼７５６番１

市野谷字立野７７９番５

市野谷字立野７８７番１２

同　　　　所７７３番１２

市野谷字牛飼７６１番

同　　　　所７６０番

市野谷字牛飼７４９番１

同　　　　所７４５番
７０ ４０５０８ 市野谷８号自転車歩行者専用道路

６９ ４０５０７ 市野谷７号自転車歩行者専用道路

６８ ４００９３ 市野谷区画９３号線

６７ ４００９２ 市野谷区画９２号線

路線番号 路線名
重要な
経過地



akimoto1333
タイプライタ
　　　　　　　　　　　

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
テキスト ボックス

akimoto1333
タイプライタ
新市街地地区一体型特定土地区画整理事業区域内平成２８年第４回定例会認定箇所図

akimoto1333
タイプライタ
市道路線認定図

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
タイプライタ

akimoto1333
テキスト ボックス
市道路線認定図Ａで再掲

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
市道路線認定図Ｂで再掲

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
市道路線認定図Ｃで再掲

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
市道路線認定図Ｄで再掲

akimoto1333
折れ線

yokoo1715
直線

yokoo1715
直線



akimoto1333
スタンプ

akimoto1333
タイプライタ
市道路線認定図再掲Ａ

akimoto1333
方位


